
2024 年 4 月 1 日 

お客さま各位 

かながわ信用金庫 

 

当金庫による早期経営改善計画策定支援の開始について 

 

 かながわ信用金庫は、早期経営改善計画策定支援を開始いたしましたので、お知らせいた

します。 

本支援制度は、当金庫が早期の経営改善に取り組みたい事業者さまの事業計画書の 

策定・実行を支援するもので、事業者さまにお支払いいただく計画策定費用の一部が 

中小企業活性化協議会より補助される仕組みとなっています。 

制度詳細につきましてはチラシに掲載しております。本支援制度にご興味のある 

事業者さまにおかれましては、お取引先店舗にお気軽にお申し出ください。 

 

早期経営改善計画…自社の経営状況の把握、収益や資金繰りの管理など経営改善の基本的

取組みを早い段階から進め、持続的経営の仕組みを備えるための計画です。 

 

 

〈支援概要〉 

受付期間 2024 年 2 月 1 日～2025 年 1 月 31 日※1 

対象のお客さま 当金庫にて民間ゼロゼロ融資のお借入れがある事業者さま※2 

支援内容 ・早期経営改善計画の策定支援 

・3 年間の伴走支援 

お支払い費用 計画と支援の内容に応じて決定いたします。 

補助費 補助上限 15 万円（計画策定費用の 2/3 が補助されます） 

 

※1 期間内に中小企業活性化協議会より支援決定なされたものが対象です。 

なお、計画書作成の都合上、当金庫において早期に受付を終了させていただく場合がございます。 

※2 上記の他にも条件がございます。詳細につきましてはチラシをご参照ください。 

 

 

 

【本件にかかるお問い合わせ窓口】 

かながわ信用金庫 顧客サポート部  

TEL 046-821-1733（受付時間：平日 9 時～17 時） 



経営改善への第一歩を踏み出そう！

かながわ信用金庫と作る

「早期経営改善計画」
金融機関による「早期経営改善計画」策定支援は、早期の経営改善に取り組みたい事業者様を応援する
国の事業です。認定支援機関である「かなしん」が経営改善に向けた計画書作りをお手伝いします！

計画策定後も

かなしんが３年間
フォローアップ！

っz
自社の現状分析が

業況改善の取組み
につながる！

計画策定費用の

２/３が補助！
（上限15万円）

＼こんなお悩みのある方におすすめ／

自社の課題を知りたい 売上減少に悩んでいる

経営改善の取組みに対し継続的な支援を受けたい

「早期経営改善計画」策定の３つのメリット▼

令和６年３月１５日現在

①連名で支援お申込み
（事業者様からの依頼に基づき）

③計画策定費用の1/3をお支払

⑦伴走支援の報告⑥3年間の伴走支援

②計画策定等のサポート
（事業者様からの依頼に基づき） か

な
が
わ
信
用
金
庫

事
業
者
様

⑤計画策定費用の2/3を支援
（上限15万円）

中
小
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お手続きのイメージ

「早期経営改善計画」策定支援の制度概要やお申込みについては裏面をご確認ください。

④連名で支払申請



かなしんによる「早期経営改善計画」策定支援

お取引店舗 支店 貴社名

貴社所在地

代表者名 連絡先

〔注意事項〕
※ご記入いただきました情報は、本サポートの実施に係る連絡、記録のために使用いたします。
※お申し込み後、1週間程度でお見積り書を作成のうえ、お取引店舗よりご連絡いたします。
※ご希望に沿えない場合もございますので、予めご了承ください。

かなしんによる早期経営改善計画策定支援（通称：ポストコロナ持続的発展計画事業）の概要

お取扱期間 令和6年2月1日～令和7年1月31日
（上記期間内に中小企業活性化協議会において支援決定がなされたもの。）
※計画書作成の都合上、当金庫において早期に申込を締め切らせていただく場合があります。

ご利用
いただける方

利用申請時点において下記①～④のすべてに該当する中小企業・小規模事業者および個人事業主の方。
また、かなしんによる3年間の伴走支援が必要となります。

①民間ゼロゼロ融資（借換分（注1）を含む）を利用しており、利用申請時点において当該融資の残高
がある事業者の方。

②原則、かなしんをメインバンク（注2）とされている事業者の方。

③かなしんにおける民間ゼロゼロ融資（借換分（注1）を含む）の保証債務残高が2,000万円以下の
事業者の方。

④かなしんにおける融資総額が民間ゼロゼロ融資（借換分（注1）を含む）の保証債務残高の2倍以内
の事業者の方。

（注1）本件における借換分とは、民間ゼロゼロ融資を借り換えて、民間ゼロゼロ融資でない保証協会付融資に
なっている場合を含みます。借換えの際、追加融資を伴う場合、残高は追加融資分を含んだ融資残高です。

（注2）本件におけるメインバンクとは、上記融資の利用申請時点または利用申請の直近決算時点の融資残高が、
最も多い金融機関です。ただし、取引年数や取引状況等を勘案した上で、事業者様がメインバンクと認める
場合はこの限りではありません。

お支払費用 計画と支援の内容に応じて決定いたします。

補助費 補助上限15万円（計画策定費用の2/3を上限として国が補助）

金融支援 必須ではありません。

モニタリング 原則6か月ごと3年間（計画期間は1～5年で任意）

ビジネスモデル
俯瞰図

「事実を俯瞰」して収
益の仕組みや商流等
を「見える化」します。

策定する計画書の内容（イメージ）

アクションプラン

「見える化」された
課題を行動計画に
落とし込み。

損益計算

アクションプランの改
善効果を数値化して
計画を策定。

資金繰表
（実績・計画）

過去の資金繰り実績
を分析、将来の資金
計画を作成。

かなしんが事業者様と一緒に下記の計画書等を策定し、経営改善へ取り組んでいきます。

下記内容をご記載の上、お取引店舗までお申出ください。

〇お問い合わせ先
かながわ信用金庫 顧客サポート部
〒238-0004 神奈川県横須賀市小川町7番地 TEL046-821-1733（平日9：00～17：00）

お申込日： 年 月 日

ご相談申込み書
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